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Q
A

豪雨災害検証委員会の提言に対する取り組みは

〈町長〉

避難情報の発令基準の見直し、自主防災組織の育成、防災
教育等に取り組む。

光本 一也議員

【
Ｑ
１
】

　

迅
速
な
避
難
情
報
の
発
令
に

向
け
、
国
、
県
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
準
じ
た
避
難
勧
告
等
発
令

基
準
の
単
純
化
を
図
っ
た
か
。

【
Ａ
１
】

　

気
象
台
発
表
の
予
警
報
と
土

砂
災
害
危
険
度
情
報
を
組
み

合
わ
せ
た
条
件
の
う
ち
、
一
つ

で
も
該
当
す
れ
ば
発
令
す
る
よ

う
変
更
し
、
基
準
到
達
で
直
ち

に
発
令
す
る
よ
う
見
直
し
た
。

【
Ｑ
２
】

　

自
主
避
難
や
避
難
準
備
の
段

階
で
自
治
会
館
等
の
避
難
所
開

設
を
自
治
会
に
依
頼
し
た
か
。

ま
た
、
大
型
店
舗
駐
車
場
を
帰

宅
困
難
者
の
一
時
避
難
場
所
と

し
て
確
保
で
き
た
か
。

【
Ａ
２
】

　

一
時
避
難
場
所
と
し
て
開

設
い
た
だ
く
よ
う
、
各
自
治

会
に
依
頼
し
た
。
大
型
店
舗

駐
車
場
の
確
保
に
つ
い
て
は
、

ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー
と
協
定
を

締
結
し
た
。

【
Ｑ
３
】

　

自
主
防
災
組
織
の
育
成
支

援
の
取
り
組
み
は
。

【
Ａ
３
】

　

設
立
を
呼
び
か
け
、
現
在

14
団
体
に
増
え
た
。防
災
マ
ッ

プ
作
り
や
防
災
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
派
遣
に
対
す
る
補
助
制

度
を
新
設
し
た
。

【
Ｑ
４
】

　

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿

の
提
供
は
進
ん
だ
か
。

【
Ａ
４
】

　

民
生
委
員
19
名
と
自
主
防

災
組
織
等
２
団
体
に
提
供
し
た
。

【
Ｑ
５
】

　

小
中
学
校
に
お
け
る
防
災

教
育
の
取
り
組
み
は
。

【
Ａ
５
】

　

小
学
校
で
は
、
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
、
防
災
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
等
の
作
成
や
保
護
者
と
の

避
難
訓
練
を
実
施
。
中
学
校

で
は
、
災
害
発
生
の
仕
組
み

や
警
報
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
避

難
方
法
、
災
害
時
の
安
全
確

保
等
の
防
災
教
育
を
行
っ
て

い
る
。

Q
A

更新する防災行政無線の概要は

〈町長〉

デジタル電波化に伴い、住民への発信情報を
拡充するシステムを導入する。

【
Ｑ
１
】

　

防
災
行
政
無
線
デ
ジ
タ

ル
化
工
事
の
完
了
時
期
と

予
算
及
び
そ
の
財
源
は
。

【
Ａ
１
】

　

令
和
３
年
２
月
完
成
予

定
。
事
業
費
の
上
限
額
は

４
億
４
７
３
１
万
円
で
、

「
緊
急
防
災
・
減
災
事
業

債
」
と
い
う
起
債
の
活
用

を
予
定
し
、
許
可
額
に
対

し
て
70
％
が
地
方
交
付
税

で
措
置
さ
れ
る
。

【
Ｑ
２
】

　

新
シ
ス
テ
ム
更
新
後
の

住
民
へ
の
情
報
提
供
は
。

【
Ａ
２
】

　

避
難
勧
告
等
の
発
令
伝

達
時
に
、
１
つ
の
操
作
で

複
数
の
媒
体
に
情
報
発
信

が
可
能
と
な
る
。
登
録
制

メ
ー
ル
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
の
防
災
ア
プ
リ
、
電

話
で
の
音
声
案
内
利
用
で

個
別
の
伝
達
を
強
化
す
る
。

【
Ｑ
３
】

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を

保
持
し
て
い
な
い
高
齢
者

等
へ
の
対
応
は
。

【
Ａ
３
】

　

希
望
者
に
対
し
て
は
固

定
電
話
へ
の
一
斉
音
声
発

信
や
、
戸
別
受
信
機
が
購

入
し
や
す
い
よ
う
に
負
担

軽
減
を
検
討
し
て
い
る
。

【
Ｑ
４
】

　

令
和
３
年
の
完
成
ま
で

の
対
応
と
し
て
、現
在
残
っ

て
い
る
戸
別
受
信
機
を
希

望
者
に
配
布
し
て
は
。

【
Ａ
４
】

　

在
庫
数
に
限
り
が
あ
る

た
め
、
希
望
す
る
自
治
会

や
自
主
防
災
組
織
の
み
に

配
布
し
て
い
る
。

【
Ｑ
５
】

　

現
在
の
防
災
行
政
無
線

再
生
ダ
イ
ヤ
ル
の
周
知
の

た
め
、
電
話
番
号
を
記
載

し
た
マ
グ
ネ
ッ
ト
シ
ー
ル

を
全
戸
配
布
で
き
な
い
か
。

【
Ａ
５
】

　

費
用
対
効
果
や
配
布
対

象
な
ど
、
今
後
検
討
す
る
。

時光 良造議員

Q
A

高齢ドライバーへの安全対策は

〈町長〉

高い関心を持って、その対策を注視している。福垣内邦治議員

【
Ｑ
１
】

　

自
動
車
へ
の
後
付
け
安

全
装
置
な
ど
の
購
入
補
助

を
検
討
さ
れ
て
い
る
か
。

【
Ａ
１
】

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
優
遇

措
置
や
補
助
は
考
え
て
い

な
い
。

【
Ｑ
２
】

　

高
齢
者
の
早
期
免
許
証

返
納
へ
の
町
の
考
え
は
。

【
Ａ
２
】

　

高
齢
者
等
、
交
通
弱
者

を
主
な
対
象
と
し
た
、
お

出
か
け
号
を
運
行
し
て
い

る
。

　

早
期
免
許
返
納
に
関
す

る
啓
発
等
は
行
っ
て
い
な

い
。

【
Ｑ
３
】

　

町
役
場
に
お
い
て
相
談

を
受
け
る
窓
口
は
。

【
Ａ
３
】

　

高
齢
者
支
援
課
内
に
、
お

と
し
よ
り
の
総
合
相
談
窓
口

を
設
置
し
て
い
る
。
適
切
な

支
援
へ
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

【
Ｑ
４
】

　

民
間
に
よ
る
免
許
返
納

に
対
す
る
優
遇
措
置
等
は
。

【
Ａ
４
】

　

町
内
で
は
タ
ク
シ
ー
業

者
２
社
、
食
品
店
の
宅
配

サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
あ
る
よ
う

だ
。
新
た
な
有
益
優
遇
措
置

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
だ
け
で
な

く
、
広
報
等
で
周
知
し
て
い

き
た
い
。

安 心
安 全

A
未就学児の命を守る対策は

〈建設部長〉

関係機関との合同緊急点検の結果を踏まえ対策案を立て今年度中に実施する。

【
Ｑ
１
】

　

滋
賀
県
大
津
市
の
交
差

点
に
お
け
る
保
育
園
児
の

死
傷
事
故
を
受
け
て
、
町

の
安
全
対
策
は
。

【
Ａ
１
】

　

幼
稚
園
、
保
育
園
、
認

定
こ
ど
も
園
等
の
施
設
ご

と
に
点
検
を
行
い
、
危
険
箇

所
を
抽
出
し
て
い
る
。
今

後
、
道
路
管
理
者
、
警
察

署
と
合
同
で
緊
急
合
同
点

検
を
実
施
す
る
予
定
。

【
Ｑ
２
】

　

抽
出
さ
れ
た
交
差
点
で

は
、
石
神
交
差
点
、
東
公

民
館
前
の
２
カ
所
が
危
険

と
さ
れ
早
急
な
対
応
が
必

要
と
思
う
が
。

【
Ａ
２
】

　

防
護
策
等
の
設
置
や
、

横
断
歩
道
の
設
置
等
の
対

応
を
、
合
同
点
検
の
結
果

を
踏
ま
え
て
関
係
機
関
と

調
整
を
し
な
が
ら
、
順
次

講
じ
る
予
定
で
あ
る
。

【
Ｑ
３
】

　

く
ま
の
・
み
ら
い
保
育

園
か
ら
抽
出
さ
れ
た
川
角

大
橋
か
ら
二
河
川
沿
い
の

大
川
線
に
国
が
６
月
に

新
設
す
る
方
針
を
示
し
た

キ
ッ
ズ
ゾ
ー
ン
を
、
ま
た

熊
野
団
地
内
の
各
幼
稚
園
、

保
育
園
の
周
辺
に
ゾ
ー
ン

30
の
設
置
は
で
き
な
い
か
。

【
Ａ
３
】

　

キ
ッ
ズ
ゾ
ー
ン
の
導
入

と
ゾ
ー
ン
30
の
整
備
に
つ

い
て
、
い
ず
れ
の
ゾ
ー
ン

に
つ
い
て
も
、
今
回
の
緊

急
点
検
を
踏
ま
え
関
係
機

関
と
協
議
し
て
い
く
。

〈時光 良造 議員〉Q

▲ 緊急合同点検の対象に抽出された石神交差点


